ＪＣＦ九州アマチュア選手規定
第1章 総　則

1. 本規定は、ＮＰＯ法人ＪＣＦ公認団体九州社交ダンス教師協会競技部（以下、ＪＣＦ九州）にアマチュア選手登録をしている選手（以下、登録選手）並びに未登録の選手を対象とする。

2. 本規定は、ＪＣＦ九州が主催するＪＣＦ公認競技会（以下、競技会）を、公平且つ合理的に運営することを目的とする。

3. 本規定の運用についての改定はＪＣＦ九州審査会において行う。

4. 本規定の適用は1年ごととし、1月1日より12月31日までとする。（以下競技年度）
第2章 競技会

1. 競技会は、登録選手及び未登録選手で行い、ボールルーム・ラテンアメリカン別に行うものとする。

2. 競技会は、登録級別に行うものと、登録級別に行わないもの（オープン戦、混合戦）に分けられる。

3. 競技会において出場選手が2組以下により自己級戦が成立しなかった場合、主催者の判断で混合戦に変更することができる。

4. 各級クローズの指定のない競技会は、原則として下位級選手の上位挑戦を可能とする。

5. 競技会における服装は、ボールルーム部門Ｄ級より正装とし、ラテン部門は自由とする。

Ｅ級は男女とも自由であるが、ボールルーム部門においては上着、ネクタイの着用を義務とする。

Ｎ級は平服であるがボールルーム部門においてはベスト、ネクタイの着用を義務とする。

第3章 出場規定

1. 競技会の出場資格は、登録選手、ＪＣＦ他総局登録選手、国内他団体登録選手、ＷＤ／ＤＳＣ登録選手、及び未登録の選手とし、それぞれ該当するセクションに出場できるものとする。

2. 競技会に出場するためには、主催者の定める出場料を納入しなければならない。（出場申し込み終了後に出場を取り止めた場合にも、後日主催者に出場料を納入しなければならない。）

3. 出場の申し込みは、所定の期日を遵守し、やむを得ない理由により出場できなく成ったときは速やかにその旨主催者に届け出るものとする。

4. 無届で欠場したとき、締切時間に遅れたときは棄権とみなす。

5. 出場組数とはエントリー組数ではなく、実際に該当試合に出場した組数とする。また、出場組数3組以上で試合成立とする。

第4章 出場義務

1. 登録選手においては、競技年度内の自己級競技会に3大会以上に出場する義務が課せられる。

2. 上位級挑戦する場合必ず自己級戦に出場しなければならない。

3. 全てのＪＣＦ公認競技会も出場回数に加える。

　　
第5章 登録規定

1. 級位に認定を受けている登録選手は、競技年度毎・部門別に選手登録を行わなければならない。

2. 選手登録は、ボールルーム・ラテンの二部門に区別し、それぞれＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｎの６階級の級位とし、Ｎ級からＡ級へ進むのを原則とするが自由選択でＥ級より進む場合もある。

3. 登録申請に際しては、各部門別に所定の登録料を納める。

4. 登録料はカップル及びシングルとも１人１，０００円とする。

5. 登録選手は、シングルでもカップルでも登録を申請することができる。

6. 登録申請は次の5つに分類される。

ａ.　新規登録・・・国内未登録の選手がアマチュア登録選手の申請をする際の登録。

ｂ.　継続登録・・既に登録されている登録選手が、次年度にその資格を継続する登

録。なお、継続登録の時期は毎競技年度終了後一ヶ月以内とする。

ｃ.　再登録・・・・既に登録されている選手が再び登録選手の資格を得る為の登録。

　　　　　　　　原則として新規登録扱いとなるが、級位の認定はＪＣＦ九州審会
に諮り決定する。

ｄ.　移籍登録・・他総局及び他団体の登録選手が、ＪＣＦ九州に移籍を希望すると

き。移籍登録時の級位は横滑りとする。

6.　次に該当する登録選手は、その登録を抹消される。

　　ａ.　Ｅ級登録選手で、競技年度2年以上競技会に不出場の時。

　　ｂ.　継続登録を怠ったとき。

　　ｃ.　ＪＣＦ九州運営委員会の諮問により審議を経て登録抹消が決定されたとき。

　　＊　上記各号により登録を抹消された登録選手が再登録を希望するときは、ＪＣＦ九州運営委員会の許可を必要とする。
第6章 パートナーシップ

1. 同性同士のパートナーシップを組むことは出来ない。
2. パートナーとは、パートナーシップを組む男女相互を意味する。

3. アマチュア選手のパートナーは、アマチュアに限る。

但し、シニア、Ｇシニアは自由。

4. シングル登録の選手が新たにパートナーシップを組む時は、リーダーの認定級位とする。

5. カップル登録の選手が事情により臨時パートナーシップを組むときは自己の認定級位以下の臨時パートナーでなければならない。

· 事情によりとは、女性パートナーの妊娠・出産及びパートナーの短期の疾病・傷害を意味し審議会の承認を得た後に競技会にエントリーできるものとする。

第7章 昇降級規定

昇降級規定は別途定めるものとする。

第８章　　その他

1. 本規定の改廃は、ＪＣＦ九州競技委員会において決定する。

2. 本規定の適用の詳細は、ＪＣＦ九州審査委員会に委ねられる。

3. 本規定は平成２４年１月１日より施行する。
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